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次
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京
都
職
員
共
済
組
合
定
款
の
一
部
変
更
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
職
員
共
済
組
合
）…
一

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
組
合
会
議
員
等
の
旅
費
等
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
二

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
三

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
災
害
対
策
本
部
規
程
を
廃
止
す
る

規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
三

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
職
員
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
三

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
契
約
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
三

雑

報

東
京
都
職
員
共
済
組
合
定
款
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
公
告
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

栗

岡

祥

一

東
京
都
職
員
共
済
組
合
定
款
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

東
京
都
職
員
共
済
組
合
定
款
（
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
一
日
公

告
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
四
十
五
条
の
二
中
「
（
介
護
納
付
金
」
の
下
に
「
及
び
子
ど
も

・
子
育
て
支
援
納
付
金
」
を
加
え
、
「
十
八
・
六
四
を
乗
じ
て
得
た

額
と
」
の
下
に
「
し
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
の
納
付
に
係

る
掛
金
及
び
地
方
公
共
団
体
の
負
担
金
の
合
算
額
を
基
礎
と
し
て
定

款
で
定
め
る
額
は
、
同
号
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
の
月
額
に
千
分
の

二
・
三
を
乗
じ
て
得
た
額
と
」
を
加
え
る
。

第
四
十
七
条
の
二
第
一
号
中
「
千
六
百
五
十
八
円
」
を
「
千
九
百

八
十
九
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
二
千
八
百
十
六
円
」
を

「
二
千
七
百
九
十
三
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
二
千
二
百
十

九
円
」
を
「
二
千
百
七
十
九
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
八
項
の
表
中
「
二
千
二
百
十
九
円
」
を
「
二
千
百
七
十

九
円
」
に
、
「
二
百
八
十
二
円
」
を
「
二
百
八
十
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
変
更
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

令
和
七
年
四
月
一
日
前
に
退
職
し
任
意
継
続
組
合
員
に
な
っ
た

者
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
変
更
後
の
第

四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
組
合
会
議
員
等
の
旅
費
等
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

栗

岡

祥

一

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
則
第
一
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
組
合
会
議
員
等
の
旅
費
等

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
組
合
会
議
員
等
の
旅
費
等
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
五
十
四
年
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
則
第
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
二
千
六
百
円
」
を
「
七
千
百
円
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
公

布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

栗

岡

祥

一

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
一
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
職
員

共
済
組
合
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
企
画
担
当
課
長
」
の
下
に
「
及
び
資
金
運
用

担
当
課
長
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
四
項
中
「
そ
の
他
担
当
課
長
」
の
下
に
「
（
資
金
運
用

担
当
課
長
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
以
下
同
じ
。
」
を
削
り
、

「
う
ち
か
ら
」
の
下
に
「
、
資
金
運
用
担
当
課
長
は
、
東
京
都
職
員

共
済
組
合
の
職
員
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
東
京
都
職
員
共
済
組

合
規
程
第
八
号
）
第
七
条
第
一
項
に
よ
り
採
用
し
た
職
員
の
う
ち
か

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
課
長
」
の
下
に
「
（
企
画
担
当
課
長
そ
の
他

担
当
課
長
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
中
「
、
課
長
」
の
下
に
「
（
企
画
担
当
課
長
そ
の
他
担

当
課
長
（
資
金
運
用
担
当
課
長
を
除
く
。
）
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
災
害
対
策
本
部
規
程
を
廃
止
す
る
規
程
を

公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

栗

岡

祥

一

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
二
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
災
害
対
策
本
部
規
程
を
廃
止

す
る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
災
害
対
策
本
部
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
東

京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
職
員
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

栗

岡

祥

一

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
三
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
職
員
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
職
員
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
東
京

都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
任
期
を
定
め
た
採
用
）

第
七
条
の
二

理
事
長
は
、
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
優
れ

た
識
見
を
有
す
る
者
を
そ
の
者
が
有
す
る
当
該
高
度
の
専
門
的
な

知
識
経
験
又
は
優
れ
た
識
見
を
一
定
の
期
間
活
用
し
て
遂
行
す
る

こ
と
が
特
に
必
要
と
さ
れ
る
業
務
に
従
事
さ
せ
る
場
合
に
は
、
前

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
員
を
選
考
に
よ
り
任
期
を
定
め
て

採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
に
関
し

て
は
、
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
及
び
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の

を
除
き
、
東
京
都
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の

特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
六
十
一
号
。

以
下
「
任
期
付
職
員
採
用
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
ら
れ
た
職
員
の
例
に
よ
る
。

第
八
条
中
「
六
月
間
」
の
下
に
「
（
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
一
年
以
下
の
任
期
を
定
め
て
採
用
し
た
職
員
に
つ
い
て
は
三

月
間
）
」
を
加
え
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
の
適
用
」
を
「
又
は
任
期
付
職
員
採
用
条
例

の
適
用
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
契
約
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
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東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

栗

岡

祥

一

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
四
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
契
約
事
務
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
契
約
事
務
規
程
（
平
成
五
年
東
京
都
職
員

共
済
組
合
規
程
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

検
査
員
は
、
材
料
検
査
を
完
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
仕
様
書
、

設
計
書
そ
の
他
の
関
係
書
類
（
当
該
関
係
書
類
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
適
合
し
な
い
材
料
が

あ
る
と
き
は
、
契
約
者
に
必
要
な
指
示
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４

検
査
員
は
、
検
査
に
当
た
っ
て
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
事
務
局

長
（
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
委
任
検
査
に
あ
っ

て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
所
長
（
シ
テ
ィ
・
ホ
ー
ル
診
療
所
に
お
い
て
は

事
務
長
。
以
下
同
じ
。
）
）
の
承
認
を
得
て
破
壊
又
は
分
解
を
し

て
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七
十
六
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

検
査
員
は
、
第
七
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
試
験
研
究
機
関

の
理
化
学
試
験
を
必
要
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
試
験
結

果
を
待
ち
、
据
付
け
、
試
用
そ
の
他
の
処
置
を
必
要
と
す
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
そ
の
結
果
を
待
っ
て
検
査
の
判
定
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

６

検
査
員
は
、
第
二
項
の
材
料
検
査
を
、
東
京
都
検
査
事
務
規
程

（
昭
和
四
十
三
年
東
京
都
訓
令
甲
第
百
七
十
五
号
）
第
二
十
四
条

に
よ
り
東
京
都
財
務
局
長
が
定
め
る
材
料
検
査
の
実
施
基
準
に
基

づ
き
、
試
験
、
確
認
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七
十
六
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
抽
出
検
査
）

第
七
十
六
条
の
二

検
査
員
は
、
納
入
さ
れ
た
物
品
が
多
量
で
あ
る

た
め
、
そ
の
全
部
を
検
査
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
種
類
及
び
規
格
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
納
入
さ
れ
た

物
品
の
一
部
を
抽
出
し
て
検
査
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
部
の
物
品

の
検
査
結
果
を
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
店
頭
検
査
）

第
七
十
六
条
の
三

物
品
の
納
入
場
所
が
数
か
所
以
上
に
わ
た
り
、

又
は
遠
隔
地
で
あ
る
た
め
、
納
入
場
所
に
お
い
て
検
査
を
行
う
こ

と
が
困
難
な
場
合
に
お
け
る
物
品
の
買
入
契
約
に
係
る
検
査
に
つ

い
て
は
、
給
付
の
完
了
前
に
契
約
者
の
店
舗
、
営
業
所
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
場
所
に
お
い
て
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

検
査
員
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
検
査
に
合
格
し
た
物
品

に
つ
い
て
打
刻
又
は
封
印
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
そ
の
旨
を
表
示

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
理
化
学
試
験
）

第
七
十
六
条
の
四

検
査
員
は
、
仕
様
書
に
記
載
さ
れ
た
と
こ
ろ
に

よ
り
、
検
査
の
た
め
理
化
学
試
験
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

契
約
者
を
し
て
、
試
験
研
究
機
関
の
試
験
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

検
査
員
は
、
検
査
の
実
施
に
当
た
り
特
に
理
化
学
試
験
を
行
う

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
事
務
局
長
（
第
七
十
八
条
第
一
項

第
二
号
に
規
定
す
る
委
任
検
査
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
所
長
）

の
承
認
を
得
て
契
約
者
を
し
て
、
試
験
研
究
機
関
の
試
験
を
受
け

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
検
査
員
は
、
契
約
者
に
試
験
委
嘱

指
定
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
理
化
学
試
験
に
お
け
る
供
試
料
の
採
取
）

第
七
十
六
条
の
五

前
条
の
規
定
に
よ
り
理
化
学
試
験
を
行
う
と
き

は
、
検
査
員
は
契
約
者
の
立
会
い
の
上
、
供
試
料
を
採
取
し
て
試

験
研
究
機
関
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

検
査
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
採
取
し
た
供
試
料
に
つ
い
て

打
刻
又
は
封
印
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

試
験
研
究
機
関
か
ら
供
試
料
の
補
充
の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、

前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
供
試
料
を
採
取
し
て
補
充
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
七
十
九
条
中
「
の
、
」
を
「
（
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に

規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
（
シ
テ
ィ
・
ホ
ー
ル
診
療
所
に
お
い
て
は

事
務
長
。
以
下
同
じ
。
」
を
削
る
。

第
八
十
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

２

検
査
員
は
、
適
正
な
検
査
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及

び
技
術
の
修
得
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
検
査
員
の
職
務
執
行
の
回
避
の
申
出
等
）

第
八
十
条
の
二

検
査
員
は
検
査
を
命
じ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
検
査
に
係
る
契
約
者
と
親
族
関
係
に
あ
る
と
き
そ
の
他
検
査

の
公
正
を
妨
げ
る
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
職
務
の
執
行

を
回
避
す
べ
き
旨
を
事
務
局
長
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
務
局
長
は
、
検
査
員
か
ら
前
項
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、

申
出
に
係
る
事
情
を
調
査
し
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
検
査
手
続
の
更
新
）

第
八
十
条
の
三

検
査
開
始
後
、
検
査
結
果
の
判
定
前
に
検
査
員
の

変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
検
査
手
続
を
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
変
更
後
の
検
査
員
が
検
査
手
続
を
更
新
す
る
必
要
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が
な
い
と
認
め
て
事
務
局
長
（
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
委
任
検
査
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
所
長
）
の
承
認
を
得

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
八
十
五
条
第
一
項
中
「
、
検
査
」
の
下
に
「
（
材
料
検
査
を
除

く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
と
き
は
、
」
の
下
に
「
原

則
と
し
て
、
」
を
、
「
場
所
を
」
の
下
に
「
書
面
そ
の
他
の
方
法
に

よ
り
」
を
加
え
る
。

第
八
十
六
条
第
一
項
中
「
区
分
に
よ
り
」
の
下
に
「
書
面
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
通
知
し
て
」
を
加
え
る
。

第
八
十
九
条
第
一
項
中
「
に
よ
り
不
合
格
と
判
定
し
た
」
を
「
を

行
っ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

第
八
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
検
査
合
格
の
表
示
及
び
不
合
格
品
の
引
取
り
）

第
九
十
条

検
査
員
は
、
物
品
の
買
入
れ
に
係
る
検
査
を
完
了
し
た

と
き
は
、
合
格
品
と
不
合
格
品
と
を
区
別
し
、
合
格
品
に
は
合
格

の
表
示
を
行
い
、
不
合
格
品
は
契
約
者
に
速
や
か
に
引
き
取
ら
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
紙
第
十
六
号
様
式
か
ら
別
紙
第
二
十
二
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

「
合
格
」
及
び
「
不
合
格
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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